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○いわき市身体障害者奨学資金支給条例施行規則 

昭和49年３月28日いわき市規則第12号 

改正 

昭和51年３月31日いわき市規則第14号 

昭和59年６月30日いわき市規則第58号 

平成５年３月31日いわき市規則第14号 

平成８年３月１日いわき市規則第２号 

平成15年３月31日いわき市規則第36号 

平成16年３月31日いわき市規則第23号 

平成16年12月28日いわき市規則第54号 

平成19年３月28日いわき市規則第19号 

平成26年３月31日いわき市規則第12号 

平成31年３月29日いわき市規則第14号 

令和２年12月24日いわき市規則第52号 

いわき市身体障害者奨学資金支給条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、いわき市身体障害者奨学資金支給条例（昭和49年いわき市条例第19号。以下「条

例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（高等学校に準ずる学校） 

第２条 条例第２条の高等学校に準ずる学校で規則で定めるものは、次のとおりとする。 

(１) 中等教育学校（後期課程に限る。） 

(２) 高等専門学校（第３学年までに限る。） 

(３) 特別支援学校（高等部に限る。） 

(４) 専修学校（高等課程に限る。） 

（所得の範囲） 

第３条 条例第２条第１号及び第２号に規定する所得は、地方税法（昭和25年法律第226号）第５条第

２項第１号に掲げる市町村民税（特別区が同法第１条第２項の規定によつて課する同法第５条第２

項第１号に掲げる税を含む。以下同じ。）についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定

による非課税所得以外の所得とする。 

（所得の額の計算方法） 
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第４条 条例第２条第１号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の４月１日の属する年

度分の市町村民税に係る地方税法第313条第１項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得

金額、同法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第４

項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第５項に規定する短期譲渡所得の金額並びに同

法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額とする。 

２ 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそ

れぞれ控除するものとする。 

(１) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の２第１項第１号から第４号まで又は第

10号の２に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控

除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額 

(２) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の２第１項第６号に規定する控除（同法

に規定する同一生計配偶者又は扶養親族である障害者に係るものに限る。）を受けた者について

は、その控除の対象となつた障害者１人につき27万円（当該障害者が同号に規定する特別障害者

であるときは、40万円） 

(３) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の２第１項第８号に規定する控除を受け

た者については、27万円 

(４) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の２第１項第８号の２に規定する控除を

受けた者については、35万円 

(５) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の２第１項第９号に規定する控除を受け

た者については、27万円 

(６) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法附則第６条第４項に規定する免除を受けた者に

ついては、当該免除に係る所得の額 

第５条 条例第２条第２号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の４月１日の属する年

度分の市町村民税に係る地方税法第313条第１項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得

金額、同法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第４

項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第５項に規定する短期譲渡所得の金額並びに同

法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から８万円を控除した

額とする。 

２ 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそ

れぞれ控除するものとする。 
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(１) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の２第１項第１号、第２号、第４号又は

第10号の２に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業

共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額 

(２) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の２第１項第６号に規定する控除を受け

た者については、その控除の対象となつた障害者１人につき27万円（当該障害者が同号に規定す

る特別障害者であるときは、40万円） 

(３) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の２第１項第８号に規定する控除を受け

た者については、27万円 

(４) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の２第１項第８号の２に規定する控除を

受けた者については、35万円 

(５) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の２第１項第９号に規定する控除を受け

た者については、27万円 

(６) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法附則第６条第４項に規定する免除を受けた者に

ついては、当該免除に係る所得の額 

（申請） 

第６条 条例第４条の規定による申請は、身体障害者奨学資金受給資格認定申請書（第１号様式。以

下「申請書」という。）に保護者の住民票の写し及び在学証明書を添付して行わなければならない。 

（決定及び通知） 

第７条 市長は、前条の申請があつたときは、受給資格を決定し、身体障害者奨学資金受給資格認定・

却下通知書（第２号様式）により申請者に通知する。 

（辞退） 

第８条 条例第５条の規定により身体障害者奨学資金（以下「資金」という。）を受けることを辞退

しようとする受給資格者は、身体障害者奨学資金受給辞退届（第３号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（廃止等の通知） 

第９条 市長は、条例第７条及び第８条第２項の規定により資金の支給を停止又は廃止したときは、

身体障害者奨学資金支給停止・廃止通知書（第４号様式）により受給資格者に通知する。 

（資金の返還） 

第10条 市長は、資金の辞退若しくは停止又は廃止があつた場合において既に支給した資金のうち返

還させるべきものがあるときは、身体障害者奨学資金返還請求書（第５号様式）により受給資格者
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に請求する。 

（届出） 

第11条 条例第９条の規定による届出又は申請書の記載内容に変更を生じた場合における届出は、身

体障害者奨学資金受給資格等変更届（第６号様式）により行わなければならない。 

（補則） 

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、昭和49年４月１日から施行する。 

附 則（昭和51年３月31日いわき市規則第14号） 

この規則は、昭和51年４月１日から施行する。 

附 則（昭和59年６月30日いわき市規則第58号） 

この規則は、昭和59年７月１日から施行する。 

附 則（平成５年３月31日いわき市規則第14号） 

１ この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行前に作成された帳票等で残存するものについては、当分の間、必要な調整をして

引き続き使用することができる。 

附 則（平成８年３月１日いわき市規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成15年３月31日いわき市規則第36号） 

この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年３月31日いわき市規則第23号） 

１ この規則は、平成16年７月１日から施行する。 

２ この規則の施行前に作成された帳票等で残存するものについては、当分の間、必要な調整をして

引き続き使用することができる。 

附 則（平成16年12月28日いわき市規則第54号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第４条第２項の改正規定及び第５条第２項の改正

規定は、平成17年１月１日から施行する。 

２ この規則（前項ただし書に規定する改正規定を除く。）による改正後のいわき市身体障害者奨学

資金支給条例施行規則の規定は、平成17年４月１日以後に資金の支給を受けようとする者に係るそ

の者の所得並びにその者の配偶者の所得及びその者の扶養義務者でその者の生計を維持するものの
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所得（以下「申請者等の所得」という。）の額の計算方法について適用し、同日前に資金の支給を

受けようとする者に係る申請者等の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。 

３ この規則による改正後のいわき市身体障害者奨学資金支給条例施行規則第４条第２項及び第５条

第２項の規定は、平成18年４月１日以後に資金の支給を受けようとする者に係る申請者等の所得の

額の計算方法について適用し、同日前に資金の支給を受けようとする者に係る申請者等の所得の額

の計算方法については、なお従前の例による。 

附 則（平成19年３月28日いわき市規則第19号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月31日いわき市規則第12号） 

１ この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行前に作成された帳票で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行って

引き続き使用することができる。 

附 則（平成31年３月29日いわき市規則第14号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

３ 第２条の規定による改正後のいわき市身体障害者奨学資金支給条例施行規則第４条第２項第２号

の規定は、平成31年６月１日以後に奨学資金の支給を受けようとする者の所得並びにその者の配偶

者の所得及びその者の扶養義務者でその者の生計を維持するものの所得（以下この項において「申

請者等の所得」という。）の額の計算方法について適用し、同日前に奨学資金の支給を受けようと

する者に係る申請者等の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。 

附 則（令和２年12月24日いわき市規則第52号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年１月１日から施行する。（後略） 

（経過措置） 

４ 第３条の規定による改正後のいわき市身体障害者奨学資金支給条例施行規則第４条第２項及び第

５条第２項の規定は、令和３年６月１日以後に奨学資金の支給を申請する者（以下この項において

「申請者」という。）の所得並びに申請者の配偶者の所得及び申請者の扶養義務者で当該申請者の

生計を維持するものの所得（以下この項において「申請者等の所得」という。）の額の計算方法に

ついて適用し、同日前の申請者等の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。 
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第１号様式（第６条関係） 
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第２号様式（第７条関係） 
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第３号様式（第８条関係） 
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第４号様式（第９条関係） 
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第５号様式（第10条関係） 
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第６号様式（第11条関係） 

 


